
2020年10月1日から 

●無料専門家派遣●  ・・パートナーズプロジェクト設立 20周年スペシャル企画・・ 
地元企業及び創業を予定する方々の経営や相続遺言などのお悩みに各分野の専門家がお手伝いします。 
日程：令和 2年 10月 1日～11月 30日 
実施場所：原則は訪問して面談（オンライン可）  時間：2時間程度  相談料：無料 
お問い合わせ：0258-36-2685 金内 
 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 髙野・堀井 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
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令和2年10月1日より新潟県最低賃金（時間額）が、1円引き上げられて831円となりました。

新潟県はここ数年、毎年3％以上の引き上げが続いていた最低賃金ですが、新型コロナウイルスの影響により、上り幅は1円となりました。

最低賃金は労働者の生活を守るために、事業主が最低限支払わないといけない賃金のことです。正社員、パートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者に適用されます。

業種によっては最低賃金が異なり、例えば自動車製造業ですと最低賃金が919円となります。それ以外にも電子部品・情報通信機械器具等製造業は908円などとなりますので、ご注意ください。ご不明な点等がございましたら、ご相談下さい。また、基本給はもちろんですが、残業単価など割増賃金についても今一度確認しましょう。




